
 

 

 

 

はじめに 

 言語聴覚士（ST）は、ことばの障害（失語症
しつごしょう

・構音
こうおん

障害）や飲み込みの障害（嚥下
えんげ

障害）を持った方々

に対し、ことばのリハビリや、飲み込みのリハビリ・食事方法の指導などを行います。訪問すること 

により、コミュニケーションの方法を提供し、楽しい交流を図り、コミュニケーション意欲、他者への関心を高

めていきます。 

 

 

Q. 週に何回、どのくらいの時間に

なりますか・・・？ 

A. 必要度・現在のサービス利用状

況などによりますが、平均１～２回

／週（２０～４０分／回）、自宅にお

伺いしています。 

 

Q. デイサービスを使って 

いるけれど、訪問リハビリ 

も一緒に使えるの・・・？ 

A. 使えます。 

 

 

Q. 「失語症
しつごしょう

」とは・・・ 

A. 脳出血
のうしゅっけつ

や脳
のう

梗塞
こ う そ く

などの脳
のう

血管
けっかん

障害
しょうがい

によって、「聴く」「話す」「読む」 

「書く」「計算する」といった言葉の機能が障害された状態のこと。 

Q. 「構音
こうおん

障害」とは・・・ 

A. マヒなど何らかの原因で声を出す器官に障害が生じたために、 

正しい音を発音できない（呂律が回らない）状態のこと。 

Q. 「嚥下
え ん げ

障害」とは・・・ 

A. 病気や老化のために、食べること・飲み込むことが困難な状態のこと。 

   例）食事でムセることがある、体重が減った・減ってきている、 

食事の好みが変わった（やわらかいものを好むようになった） 

     水分をあまりとらなくなった、食後声がガラガラなる 等。 

Q. 費用は・・・？ 

A. 月４回（４０分／回）利用 

で２４８８円（目安）です。 

※流山市外は別途交通費 

をいただきます。 
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